
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用手続き 

○空き家・空き地を売りたい方・貸したい方 

 
○空き家・空き地を買いたい方・借りたい方 

 

お問合せ・申込み 

  〒329-2192 矢板市 建設部 都市整備課 ℡ 0287-43-6213 

   FAX 0287-43-9790 e-mail toshikeikaku@city.yaita.tochigi.jp 

空き家バンク制度とは 

空き家・空き地（以下、空き家等）に関する

情報を市のホームページに掲載し、空き家等を

売りたい・貸したい方と買いたい・借りたい方

との仲介を行う制度です。 

自分にとって不要な空き家等でも、必要とし

ている方がいるかもしれません。 

空き家等を有効活用したい方、空き家等をお

探しの方は、ぜひご利用ください。 

対象 ・個人の居住又は店舗経営を目的として 

    建築された一戸建ての空き家及び住宅 

    建築用の空き地。 

ただし、次のものは除きます。 

    ○賃貸借又は分譲を目的としたもの 

    ○老朽化が著しい建物 

    ○農地等、他法令で不動産取引や利用の 

制限がされる土地や不動産業者が所有 

する土地 など 


